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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月2日(2016.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドッキーと１つ以上のドッキングホストとの間のドッキングプロセスにおいて使用され
る、通信システムのデバイス内に位置する１つ以上の端点ペア間の１つ以上の通信経路を
確立するための接続交渉システムであって、前記通信システムは、前記ドッキー及び前記
１つ以上のドッキングホストを含む２つ以上のデバイス、前記２つ以上のデバイス間に位
置する少なくとも１つの通信媒体、確立されるべき前記１つ以上の通信経路の一部を実現
するために用いられ得る複数のシステム要素、並びに、（ａ）システム要素間の接続点、
及び（ｂ）システム要素と前記確立されるべき１つ以上の通信経路の端点との間の接続点
のうちの１つを表す複数のインターフェイスデータ要素を含み、
　前記接続交渉システムは少なくとも１つのプロセッサは含み、前記少なくとも１つのプ
ロセッサは、
　ａ）第１のプロセッサ入力として、前記確立されるべき１つ以上の通信経路の１つ以上
の端点ペアであって、前記端点は前記通信システムのデバイス内に位置し、各端点は前記
複数のインターフェイスデータ要素のうちの１つによって表される、前記１つ以上の端点
ペアを受信し、
　ｂ）第２のプロセッサ入力として、前記少なくとも２つのデバイスと、任意で前記通信
媒体との能力及び制約の記述であって、前記能力及び制約はブロックデータ要素のセット
Ｂによって定められ、前記ブロックデータ要素のセットＢ内のブロックデータ要素は、（
ａ）特定の通信タスクを実行するよう構成される単一のシステム要素、（ｂ）構成され得
ない単一のシステム要素、又は（ｃ）単一のシステム要素がサポートする前記１つ以上の
通信経路に関係なく常に同じ様に構成される単一のシステム要素を表すデータを含む、前
記能力及び制約の記述を受信し、
　ｃ）前記第１及び第２の入力に基づく第１の基準を少なくとも満たす前記ブロックデー
タ要素のセットＢのサブセットＴｘを見つけて、
　ｄ）前記通信システム内の前記確立されるべき１つ以上の通信経路を表す接続プランと
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して前記サブセットＴｘを出力し、
　ｅ）少なくとも、前記サブセットＴｘにより指定されるように１つ以上のシステム要素
を構成することにより前記接続プランを実行して、前記通信システム内の前記１つ以上の
通信経路を確立する、接続交渉システム。
【請求項２】
　システム要素は、前記２つ以上のデバイスのうちの１つに関連付けられた要素、前記少
なくとも１つの通信媒体に関連付けられた要素、前記２つ以上のデバイスのうちの１つ及
び前記少なくとも１つの通信媒体に関連付けられた要素のうちの１つである、請求項１に
記載の接続交渉システム。
【請求項３】
　前記セットＢ内の各ブロックデータ要素は、更に、前記通信システム内の前記複数のイ
ンターフェイスデータ要素から選択される１つ以上のインターフェイスデータ要素を特定
するデータを含み、前記インターフェイスデータ要素を特定する前記データは、前記ブロ
ックデータ要素に対して関係を有し、前記データは更に、各インターフェイス要素につい
て前記インターフェイス要素と前記ブロックデータ要素との間の関係型を符号化し、前記
関係型は、インターフェイスデータ要素を介して提供される通信サービスのユーザである
ブロックデータ要素を定める関係型１、又は前記インターフェイスデータ要素を介して提
供される前記通信サービスの提供者である前記ブロックデータ要素を定める関係型２のう
ちの１つを含む、請求項１に記載の接続交渉システム。
【請求項４】
　前記サブセットＴｘが満たさなければならない前記第１の基準は、
　前記第１の入力に含まれる、又は、Ｔｘ内の少なくとも１つのブロックデータ要素に対
して関係型１を有するインターフェイスデータ要素を特定することと、
　前記特定されたインターフェイスデータ要素のそれぞれが、Ｔｘの少なくとも１つのブ
ロックデータ要素に対して関係型２を有する少なくとも１つのインターフェイスデータ要
素と同じ又は実質的に同様であることを判定することと
を含む、請求項３に記載の接続交渉システム。
【請求項５】
　前記通信システム及び前記交渉システムは、
　Ｉ．前記通信システムにおいて、
　第２のシステム要素が第１のシステム要素に必要なサービスを提供する、
　ＩＩ．前記交渉システムにおいて、
　ａ）前記ブロックデータ要素のセットＢは、少なくとも第１のブロックデータ要素及び
第２のブロックデータ要素を含み、
　ｂ）前記第１のブロックデータ要素は前記通信システム内の前記第１のシステム要素を
表し、前記第２のブロックデータ要素は前記通信システム内の前記第２のシステム要素を
表し、
　ｃ）前記第１及び第２のブロックデータ要素は、単一のインターフェイスデータ要素に
対して関係型１及び２をそれぞれ有する、
という特徴を含む特徴を満たす、請求項３に記載の接続交渉システム。
【請求項６】
　Ｉ．前記通信システムにおいて、システム要素は第１の通信タスクを実行するための第
１の構成、及び第２の通信タスクを実行するための第２の構成に構成され得り、前記シス
テム要素は前記第１及び第２の通信タスクが前記システム要素によって同時に実行され得
ないという点で制限を有し、
　ＩＩ．前記交渉システムにおいて、前記ブロックデータ要素のセットＢ内の第１のブロ
ックデータ要素は前記第１の構成の前記システム要素を表し、第２のブロックデータ要素
は前記第２の構成の前記システム要素を表す、請求項１に記載の接続交渉システム。
【請求項７】
　前記サブセットＴｘにより指定されるように前記１つ以上のシステム要素を構成して前
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記通信システム内に前記１つ以上の通信経路を確立することは、更に、Ｔｘ内の特定のブ
ロックデータ要素に関連付けられたコンピュータ読み取り可能命令を実行し、前記１つ以
上のシステム要素の構成に影響を与えることを含む、請求項１に記載の接続交渉システム
。
【請求項８】
　請求項１に記載の接続交渉システムを提供する、ドッキー又はドッキングホスト。
【請求項９】
　請求項１に記載の接続交渉システムを含む、請求項１に記載の通信システム。
【請求項１０】
　ドッキーと１つ以上のドッキングホストとの間のドッキングプロセスにおいて、通信シ
ステムのデバイス内に位置する１つ以上の端点ペア間の１つ以上の通信経路を確立するた
めの方法であって、前記通信システムは、前記ドッキー及び１つ以上のドッキングホスト
を含む２つ以上のデバイス、前記２つ以上のデバイス間に位置する少なくとも１つの通信
媒体、確立されるべき前記１つ以上の通信経路の一部を実現するために使用され得る複数
のシステム要素、並びに、（ａ）システム要素間の接続点、及び（ｂ）システム要素と前
記確立されるべき１つ以上の通信経路の端点との間の接続点のうちの１つを表す複数のイ
ンターフェイスデータ要素を含み、前記方法は、
　ａ）第１の入力として、前記確立されるべき１つ以上の通信経路の前記１つ以上の端点
ペアであって、前記端点は前記通信システムのデバイス内に位置し、各端点は前記複数の
インターフェイスデータ要素のうちの１つによって表される、前記１つ以上の端点ペアを
受信するステップと、
　ｂ）第２の入力として、前記少なくとも２つのデバイスと、任意で前記通信媒体との能
力及び制約の記述であって、前記能力及び制約はブロックデータ要素のセットＢによって
定められ、前記ブロックデータ要素のセットＢ内のブロックデータ要素は、（ａ）特定の
通信タスクを実行するよう構成される単一のシステム要素、（ｂ）構成され得ない単一の
システム要素、又は（ｃ）単一のシステム要素がサポートする前記１つ以上の通信経路に
関係なく常に同じ様に構成される単一のシステム要素を表すデータを含む、前記能力及び
制約の記述を受信するステップと、
　ｃ）前記第１及び第２の入力に基づく第１の基準を少なくとも満たす前記ブロックデー
タ要素のセットＢのサブセットＴｘを見つけるステップと、
　ｄ）前記通信システム内の前記確立されるべき１つ以上の通信経路を表す接続プランと
して前記サブセットＴｘを出力するステップと、
　ｅ）前記サブセットＴｘにより指定されるように１つ以上のシステム要素を構成するこ
とにより前記接続プランを実行して、前記通信システム内の前記１つ以上の通信経路を確
立するステップと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記セットＢ内の各ブロックデータ要素は、更に、前記通信システム内の前記複数のイ
ンターフェイスデータ要素から選択される１つ以上のインターフェイスデータ要素を特定
するデータを含み、前記データは、前記インターフェイスデータ要素を前記ブロックデー
タ要素に対して関係を有するとして特定し、前記データは更に、各インターフェイス要素
について前記インターフェイス要素と前記ブロックデータ要素との間の関係型を符号化し
、前記関係型は、インターフェイスデータ要素を介して提供される通信サービスのユーザ
であるブロックデータ要素を定める関係型１、又は前記インターフェイスデータ要素を介
して提供される前記通信サービスの提供者である前記ブロックデータ要素を定める関係型
２のうちの１つを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記サブセットＴｘが満たさなければならない前記第１の基準は、
　前記第１の入力に含まれる、又は、Ｔｘ内の少なくとも１つのブロックデータ要素に対
して関係型１を有するインターフェイスデータ要素を特定することと、
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　前記特定されたインターフェイスデータ要素のそれぞれが、Ｔｘの少なくとも１つのブ
ロックデータ要素に対して関係型２を有する少なくとも１つのインターフェイスデータ要
素と同じ又は実質的に同様であることを判定することと
を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記通信システムにおいて、システム要素は第１の通信タスクを実行するための第１の
構成、及び第２の通信タスクを実行するための第２の構成に構成され得り、前記システム
要素は前記第１及び第２の通信タスクが前記システム要素によって同時に実行され得ない
という点で制限を有し、前記交渉システムにおいて、前記ブロックデータ要素のセットＢ
内の第１のブロックデータ要素は前記第１の構成の前記システム要素を表し、第２のブロ
ックデータ要素は前記第２の構成の前記システム要素を表す、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記サブセットＴｘにより指定されるように前記１つ以上のシステム要素を構成して前
記通信システム内に前記１つ以上の通信経路を確立するステップは、更に、Ｔｘ内の特定
のブロックデータ要素に関連付けられたコンピュータ読み取り可能命令を実行し、前記１
つ以上のシステム要素の構成に影響を与えることを含む、請求項１０に記載の方法。
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